
行政相談Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ．日本人の夫と離婚して、Ｓ県から名古屋に引越して来た。夫が出した離婚届けの証明が必

要になったがどこでもらえるか。 

 

Ａ． 離婚届を出したことの証明は、届け出を受け付けた役所で発行されます。前夫がどこに離

婚届を出したか知らないのであれば、前夫に届を出した役所がどこかを確認して、発行申請す

ることになります。前夫は日本人なので、日本の役所では一定期間が過ぎると、受理した届出

書は、法務局に移し、保管することになっています。 

まずは、届け出をされた役所で問い合わせてみてください。 

 


